
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

団
体
・
公
務
開
発
部

第
三
課

使
用
者
賠
償
責
任
保
険
の
ご
案
内

全
国
町
村
会

総
合
賠
償
補
償
保
険

36



１
．
使
用
者
賠
償
責
任
保
険
と
は

1

職
員
が
公
務
中
に
被
っ
た
身
体
の
障
害
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
等
か
ら
の
補
償
を
超
え
る
額
の
損
害
賠
償
請
求
が
、

当
該
職
員
ま
た
は
そ
の
遺
族
よ
り
な
さ
れ
た
と
き
に
、
町
村
等
が
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
払
う
べ
き
、
損
害
賠

償
金
お
よ
び
解
決
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
を
補
償
す
る
保
険
で
す
。

公
務
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
地
方
公
共
団
体
に
は
次
の

2
つ
の
責
任
が
発
生
し
ま
す
。

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
に
基
づ
く責

任

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
の
補
償
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
と
し
て
責
任
を
果
た

し
て
い
る
。
過
失
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
職
員
へ
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
法
に
基
づ
く
責
任

公
務
災
害
の
発
生
に
関
し
て
地
方
公
共
団
体
に
故
意
・
過
失
が
あ
る
場
合
、
被
災

職
員
は
民
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
持
つ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
が

損
害
賠
償
責
任
を
負
っ
た
場
合
、
地
方
公
共
団
体
は
、
損
害
賠
償
責
任
額
が
地

方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
の
補
償
を
超
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
自
ら
損
害
賠
償
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
よ
る
債
務
不
履
行
を
問
わ
れ

る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

※
安
全
配
慮
義
務
に
つ
い
て
は
巻
末
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

公
務
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
補
償
と
し
て
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
の
補
償
が
あ
り
ま
す
が
、

民
法
上
の
責
任
を
負
っ
た
場
合
、
こ
の
補
償
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
ケ
ー
ス
が
存
在
し
ま
す
。

使
用
者
賠
償

責
任
保
険
の

対
象

使
用
者
賠
償
責
任
保
険
と
は

公
務
災
害
に
お
け
る
使
用
者
（
地
方
公
共
団
体
）
の
責
任



１
．
使
用
者
賠
償
責
任
保
険
と
は

使
用
者
賠
賠
償

責
任
保
険

＜
民
法
に
基
づ
く責

任
＞

例
：
作
業
中
の
け
が
等
の
公
務
災
害

長
時
間
労
働
に
よ
る
過
労
死

公
務
災
害
発
生
時
に
お
け
る
責
任
の
範
囲

対
応
す
る
補
償
制
度

補
償
範
囲

故
意
・
過
失
な
し

故
意
・
過
失
あ
り

責
任
額

＜
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
補
償
＞

例
：
庁
舎
の
廊
下
を
歩
い
て
い
て
何
も
な
い
と
こ
ろ
で
転
ん
だ

脚
立
を
利
用
し
て
い
る
際
、
本
人
が
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
転
ん
だ

地
方
公
務
員

災
害
補
償
基
金

地
方
公
共
団
体
の
過
失
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
補
償

町
村
に
故
意
・過

失
が
有
る
場

合
は
民
法
上
賠
償
責
任
あ
り

2

公
務
災
害
発
生
時
の
責
任
の
範
囲
と
対
応
す
る
補
償
制
度



２
．
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
賠
償
事
例

※
実
際
の
事
故
対
応
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
の
で
、
類
似
の
案
件
に
お
い
て
の
お
支
払
い
の
可
否
や
金
額
等
を
お
約
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

各
団
体
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
公
務
災
害
に
対
す
る
十
分
な
防
止
対
策
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
十
分
な
防
止
対
策
を
講
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
公
務
災
害
を

1
0
0
%
防
ぐ
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
万
一
の
公
務
災
害
発
生
に
よ
り
被
災
職
員
や
そ
の
遺
族
等
よ
り
町
村
等
が
訴
え

ら
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
争
訟
費
用
や
法
律
上
の
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま
す
。

以
下
は
過
去
、
実
際
に
発
生
し
た
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
過
労
死
や
自
殺
に
よ
る
賠
償
事
案
の
事
例
で
す
。

過
労
死
や
自
殺
な
ど
に
起
因
し
て
被
災
職
員
の
遺
族
よ
り
損
害
賠
償
が
提
訴
さ
れ
る
と
、
賠
償
金
は
非
常
に
高
額
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

N
o
.

事
故
年

賠
償
・
和
解
金
額
（
円
）

事
案
内
容

1
2
0
1
7

6
8
,0

0
0
,0

0
0

当
時

3
5
歳
の
職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
長
時
間
労
働
が
常
態
化
し
た
こ
と
で
う
つ
病
を
発
症
し
た
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
賠
償
命
令
が
下
っ
た
。

2
2
0
1
3

9
6
,0

0
0
,0

0
0

当
時

3
0
歳
の
職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
上
司
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
過
重
労
働
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

3
2
0
1
6

8
3
,0

0
0
,0

0
0

当
時

4
0
代
の
教
諭
が
く
も
膜
下
出
血
を
発
症
し
死
亡
し
た
の
は
、
過
重
労
働
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

4
2
0
1
7

4
4
,9

0
0
,0

0
0

当
時

2
0
代
の
職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
過
重
労
働
で
精
神
疾
患
を
発
症
し
た
こ
と
が
原
因
と
し
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

5
2
0
0
7

3
5
,0

0
0
,0

0
0

当
時

3
8
歳
の
職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
業
務
で
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
の
が
原
因
と
し
て
賠
償
命
令
が
下
っ
た
。

6
2
0
1
1

1
9
,0

0
0
,0

0
0

当
時

4
1
歳
の
職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
原
因
だ
と
し
て
賠
償
命
令
が
下
っ
た
。

7
2
0
1
6

9
6
,0

0
0
,0

0
0

当
時

3
0
代
の
職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
過
重
労
働
に
よ
り
、
う
つ
病
を
発
症
し
た
こ
と
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

8
2
0
1
4

5
0
,0

0
0
,0

0
0

当
時

2
0
代
の
職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
過
労
に
よ
る
精
神
疾
患
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

9
2
0
1
3

5
0
,0

0
0
,0

0
0

職
員
が
自
殺
を
し
た
の
は
、
過
重
労
働
に
よ
る
精
神
疾
患
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

1
0

2
0
0
8

8
0
,0

0
0
,0

0
0

当
時

2
8
歳
の
職
員
が
自
殺
し
た
の
は
長
時
間
労
働
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

1
1

2
0
1
6

1
0
9
,0

0
0
,0

0
0

当
時

2
5
歳
の
職
員
が
自
殺
し
た
の
は
、
長
時
間
労
働
が
続
い
た
こ
と
で
う
つ
状
態
と
な
っ
た
こ
と
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

1
2

2
0
2
1

8
0
,0

0
0
,0

0
0

職
員
が
自
殺
し
た
の
は
上
司
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
原
因
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

1
3

2
0
1
9

8
4
,0

0
0
,0

0
0

当
時

2
4
歳
の
職
員
が
自
殺
し
た
の
は
、
長
時
間
の
時
間
外
労
働
が
強
度
の
心
理
的
負
荷
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が
原
因
と
し
て
賠
償
命
令
が
下
っ
た
。

1
4

2
0
1
4

4
0
,0

0
0
,0

0
0

当
時

3
4
歳
の
職
員
が
自
殺
し
た
の
は
、
過
重
労
働
に
よ
る
う
つ
病
が
原
因
だ
と
し
て
遺
族
よ
り
訴
訟
提
起
さ
れ
た
。

1
5

2
0
1
5

6
5
,0

0
0
,0

0
0

職
員
が
自
殺
し
た
の
は
、
過
重
労
働
に
よ
り
精
神
疾
患
を
発
症
し
た
こ
と
が
原
因
と
し
て
賠
償
命
令
が
下
っ
た
。

3
※
公
務
災
害
発
生
か
ら
賠
償
金
・和

解
金
の
確
定
ま
で
に
年
単
位
の
時
間
が
か
か
る
た
め
、
事
故
年
と
実
際
の
支
払
い
時
期
は
異
な
り
ま
す
。



３
．
使
用
者
賠
償
責
任
保
険

（
総
合
賠
償
補
償
保
険
用
）
の
補
償
内
容

被
用
者
が
被
っ
た
公
務
災
害
の
他
、
通
勤
災
害
が
被
保
険
者
（
町
村
等
）
の
責
任
で
発
生
し
た
場
合
に
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
等
か
ら
の

補
償
を
超
え
る
額
の
損
害
賠
償
請
求
が
当
該
被
用
者
ま
た
は
そ
の
遺
族
よ
り
な
さ
れ
た
と
き
に
、
被
保
険
者
（
町
村
等
）
が
法
律
上
の
責
任
を
負
担

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
払
う
損
害
賠
償
金
お
よ
び
解
決
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
を
保
険
金
と
し
て
支
払
い
ま
す
。

4

使
用
者
賠
償
責
任
保
険
の
概
要

お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
範
囲

公
務
災
害
に
関
し
、
町
村
等
が
法
律
上
の
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
次
の
よ
う
な
損
害
賠
償
金
や
費
用
に
つ
い
て
保
険
金
と
し
て
お
支
払

い
し
ま
す
。 下
記
の
争
訟
費
用
等
を
費
用
保
険
金
と
し
て
お
支
払
い
し
ま
す
。

①
弁
護
士
報
酬
を
含
む
争
訟
・和

解
・調

停
ま
た
は
仲
裁
に
要
し
た
費
用

②
示
談
交
渉
に
要
し
た
費
用

③
解
決
の
た
め
の
当
社
へ
の
協
力
費
用

④
第
三
者
へ
の
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
な
場
合
の
権
利
の
保
全
・行

使
に
要
す
る
費
用

下
記
①
～
②
の
合
算
額
を
超
過
し
た
損
害
賠
償
金
を
賠
償
保
険
金
と
し
て
お
支
払
い
し
ま
す
。
ま
た
、
賠
償
保
険
金
の
お
支
払
い
は
、
公
務
災

害
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
限
り
ま
す
。
お
支
払
い
す
る
賠
償
保
険
金
の
範
囲
は
、
逸
失
利
益
・休

業
損
失
・慰

謝
料
等
と
な
り
ま
す
。

①
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
等
か
ら
の
補
償
金

②
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
く責

任
保
険
等
か
ら
の
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額

損
害
賠
償
金

争
訟
費
用



３
．
使
用
者
賠
償
責
任
保
険

（
総
合
賠
償
補
償
保
険
用
）
の
補
償
内
容

・オ
プ
シ
ョン
（
特
約
）
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
加
入
は
任
意
と
な
り
ま
す
。

・上
記
の
保
険
料
分
担
金
が
基
本
の
保
険
料
分
担
金
に
追
加
と
な
り
ま
す
。

・サ
イ
バ
ー
保
険
に
加
入
さ
れ
る
場
合
は
サ
イ
バ
ー
保
険
の
保
険
料
分
担
金
（

4
.2
円
）
も
追
加
と
な
り
ま
す
。

5

て
ん
補
限
度
額
お
よ
び
保
険
料
分
担
金
率

被
用
者
（
対
象
と
な
る
職
員
）
の
範
囲

て
ん
補
限
度
額

自
己
負
担
額

保
険
料
分
担
金
率

1
名
に
つ
き

1
億
円

な
し

住
民

1
人
当
た
り

1
3
円

1
災
害
に
つ
き

1
億
円

被
保
険
者
（
補
償
対
象
者
）
の
範
囲

・
常
勤
の
一
般
職

※
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
再
任
用
職
員
（
短
時
間
勤
務
）
）
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含
み
ま
せ
ん
。

・
加
入
し
た
町
村
等

※
一
部
事
務
組
合
お
よ
び
広
域
連
合
等
は
含
み
ま
せ
ん
。

損
害
賠
償
請
求
の
相
手

対
象
と
な
る
保
険

町
村
等

使
用
者
賠
償
責
任
保
険

職
員
個
人

公
務
員
賠
償
責
任
保
険

※

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
に
起
因
し
精
神
障
害
が
発
生
し
た
場
合
、
町
村
等
だ
け
で
な
く
、
当
該
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
行
為
者
で
あ
る
職
員
個
人
に
対
し
て
、
損
害
賠
償

請
求
が
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
の
考
え
方
は
以
下
の
通
り
で
す
。

※
公
務
員
賠
償
責
任
保
険
で
は
パ
ワ
ハ
ラ
等
に
起
因
す
る
事
故
は
争
訟
費
用
の
み
が
補
償
対
象
と
な
り
ま
す
。



３
．
使
用
者
賠
償
責
任
保
険

（
総
合
賠
償
補
償
保
険
用
）
の
補
償
内
容

6

【
補
償
の
イ
メ
ー
ジ
】

Ｂ

Ａ

死
亡

1
級

2
級

3
級

・
・
・

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
に
よ
る
補
償

1
4
級

＋

補 償 額

Ａ
：
賠
償
額

Ｂ
：
争
訟
費
用
な
ど

※
弁
護
士
費
用
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

損
害
賠
償
額

8
,0

0
0
万
円

－
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
に
よ
る
補
償

1
,0

0
0
万
円

＝
7
,0

0
0
万
円
＜

1
億
円
の
た
め

7
,0
0
0
万
円
の
お
支
払
い

※
実
際
の
事
故
対
応
に
つ
い
て
は
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
判
断
い
た
し
ま
す
の
で
、
類
似
の
案
件
に
お
い
て
の
お
支
払
い
の
可
否
や
金
額
等
を
お
約
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

脳
出
血
で
亡
くな
っ
た
職
員
の
遺
族
が
自
治
体
を
相
手
に
訴
訟
提
起
。
職
員
が
死
亡
し
た
の
は
長
時
間
の
過
重
な
労
働
が
原
因
と
し
、
裁
判
所
は
自
治
体
側

に
安
全
配
慮
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
約

8
,0

0
0
万
円
の
支
払
を
命
じ
た
。
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
に
よ
る
補
償
が

1
,0

0
0
万
円
の
場
合
）

【
想
定
事
故
例
】
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（
参
考
）
安
全
配
慮
義
務
と
は

安
全
配
慮
義
務
と
は
、
「
災
害
を
起
こ
す
可
能
性
」す
な
わ
ち
「危

険
及
び
健
康
障
害
」を
事
前
に
発
見
し
、
そ
の
防
止
対
策
（
災
害
発
生

の
結
果
の
予
防
）
を
講
ず
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
内
容
と
し
て
使
用
者
の
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
労
働
契
約
法
第
５
条
に
こ
れ
が
明
記
さ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
民
法
上
の
労
働
契
約
等
に
基
づ
く使

用
者
の
債
務
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
義
務
を
怠
っ
て
労
働
災
害
を
発
生
さ
せ
る
と
民
事
上
の

損
害
賠
償
義
務
が
生
じ
ま
す
。

※
労
働
契
約
法
第
５
条

（
労
働
者
の
安
全
へ
の
配
慮
）

第
５
条
使
用
者
は
、
労
働
契
約
に
伴
い
、
労
働
者
が
そ
の
生
命
、
身
体
等
の
安
全
を

確
保
し
つ
つ
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

上
記
は
民
間
の
企
業
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
公
務
員
に
は
労
働
契
約
法
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

最
高
裁
で
最
初
に
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
が
認
め
ら
れ
た
の
が
自
衛
隊
員
の
公
務
災
害
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
安

全
配
慮
義
務
の
考
え
方
は
国
や
地
方
公
共
団
体
等
が
、
国
家
公
務
員
や
地
方
公
務
員
に
公
務
を
遂
行
さ
せ
る
際

に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

過
労
死
・
精
神
障
害
へ
の
配
慮
も

安
全
配
慮
義
務
の
一
環
で
す

安
全
配
慮
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て

地
方
公
共
団
体
に
も
賠
償
命
令
が
下
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
・
・・
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配
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務



お
問
い
合
わ
せ
先

1
0

本
資
料
は
、
全
国
町
村
会
総
合
賠
償
補
償
保
険
に

2
0
2
5
年
度
よ
り
オ
プ
シ
ョン
と
し
て
導
入
す
る
「
使
用
者
賠
償
責
任
保
険
」の
概
要

を
説
明
し
た
も
の
で
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
取
扱
代
理
店
ま
た
は
損
保
ジ
ャ
パ
ン
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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